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令和５年度決算に基づく





地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項
の規定により審査に付された、令和５年度決算に基づき算定した健全化判断比率及
びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査した結果について、次のとおり
意見を提出します。

石 監 査 第 60 号

令和６年８月 27日

令和５年度決算に基づく健全化判断比率審査意見の提出について

石狩市長　　加　藤　龍　幸　　様

　石狩市監査委員　　及　川　浩　史

　石狩市監査委員　　伊　藤　一　治





・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

１

１

２

２

２

健全化判断比率

対 象 会 計

審 査 意 見

第６ 審 査 概 要

第３

第４

第５

審 査 方 法

審 査 期 間

審 査 結 果

目　　　　　　　　次

１

１

第１

第２

審 査 対 象





第１　審査対象

第３　審査方法

第４　審査結果

令和５年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率）及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

　令和６年８月15日から８月22日まで

審査の実施は監査基準に準拠し、健全化判断比率が、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律その他関係法令に基づいて算出され、かつ、その算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかについて、関係書類との照合を行うととも

に、関係職員の説明を求め審査を実施した。

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成され

ていた。

第２　審査期間

第５　審査意見

健全化判断比率の四つの財政指標については、いずれも早期健全化基準を大幅に下

回っており適正な水準といえる。

このうち、実質公債費比率は 6.4％（前年度比 0.4ポイント減）、将来負担比率は

41.6％（前年度比 3.2ポイント減）となり、前年度に引き続き石狩市財政運営指針に

掲げる目標値（実質公債費比率 7.0％未満、将来負担比率 46.0％未満）をそれぞれ達

成している。

今後も、適正規模の市債発行などにより、市債残高や公債費等の計画的な縮減に努

められたい。
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※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていないため「-」と記載した。

一 般 会 計

実 質 公 債 費 比 率

連結実質赤字比率

実 質 赤 字 比 率 - - 12.58 20.00 

- -

将 来 負 担 比 率 51.6  350.0  

（単位：％）

公 営 事 業 会 計

普 通 会 計

一 部 事 務 組 合
・ 広 域 連 合

　１　対象会計

会　　　　計　　　　名

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 診 療 所 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計

- 17.58 30.00 

水 道 事 業 会 計

公 共 下 水 道 事 業 会 計

個 別 排 水 処 理 施 設 整 備 事業 特別 会計

石 狩 湾 新 港 管 理 組 合

石 狩 北 部 地 区 消 防 事 務 組 合

石 狩 西 部 広 域 水 道 企 業 団

石 狩 教 育 研 修 セ ン タ ー 組 合

-

令 和 ５ 年 度
決 算

令 和 ４ 年 度
決 算

令 和 ３ 年 度
決 算

早期健全化
基 準

財 政 再 生
基 準

　２　健全化判断比率

区　　　　　分

北 海 道 市 町 村 備 荒 資 金 組 合

北 海 道 市 町 村 職 員 退 職 手 当 組 合

北 海 道 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合

公 営 企 業
会 計

区　　　分 各指標の適用範囲

　審査した健全化判断比率の概要は、次のとおりである。

第６　審査概要

6.4  6.8  6.8  25.0  35.0  

41.6  44.8  

実
質
赤
字
比
率

連
結
実
質
赤
字
比
率

将
来
負
担
比
率

実
質
公
債
費
比
率
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（算定式）

・ 標準財政規模：地方公共団体が標準的に収入すると見込まれる一般財源

令和５年度　標準財政規模

（算定式）

（算定式）

Ａ： 地方債の元利償還金（繰上償還等を除く）

Ｂ： 地方債の元利償還金に準するもの（準元利償還金）

Ｃ： 元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源

Ｄ：

Ｅ： 標準財政規模

当年度の実質公債費比率の算定に用いる数値

注： 実質公債費比率は、直近３ヶ年の平均で算定する。

Ｂ 775,200 787,777 775,719 

地方債元利償還金及び公債費に準ずる債務負担行為に係る支出などの合計額に充

当された一般財源の額が、標準財政規模を基本とした額に占める割合を示し、公債

費による財政負担の度合いを判断する指標である。

(1) 実質赤字比率

(2) 連結実質赤字比率

標準財政規模に占める普通会計の実質赤字額の割合を示し、財政運営の悪化の度

合いを示す指標である。

2,218,762 2,251,756 

Ｅ 18,160,204 17,637,435 17,906,874 

実 質 赤 字 比 率 ＝

Ｄ 2,264,595 

標 準 財 政 規 模

18,160,204千円

Ａ 2,968,957 2,877,136 

（ Ａ ＋ Ｂ ） － （ Ｃ ＋ Ｄ ）

Ｅ － Ｄ

(3) 実質公債費比率

Ｃ 450,988 447,296 462,884 

標準財政規模に占める公営企業会計を含む全会計を合算した実質赤字額の割合を

示し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標である。

連結実質赤字比率 ＝
連 結 実 質 赤 字 額

標 準 財 政 規 模

実 質 公 債 費 比 率
（単年度）

＝

2,933,525 

地方債に係る元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に
算入された額及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需
要額に算入された額

令和５年度 決算区分 令和４年度 決算 令和３年度 決算

（単位：千円）

普 通 会 計 の 実 質 赤 字 額
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（算定式）

Ａ： 将来負担額

Ｂ： 充当可能財源等

Ｃ： 標準財政規模

Ｄ：

将来負担比率の算定に用いる数値

Ｄ 2,264,595 2,218,762 2,251,756 

将来の公債費等負担予定額の標準財政規模に占める割合を示し、将来財政を圧迫

する可能性の度合いを示す指標である。

将 来 負 担 比 率 ＝
Ａ － Ｂ

Ｃ － Ｄ

算入公債費等の額

（単位：千円）

(4) 将来負担比率

Ｃ 18,160,204 17,637,435 17,906,874 

区分 令和５年度 決算 令和４年度 決算 令和３年度 決算

40,837,356 Ａ 38,300,226 39,214,589 

Ｂ 31,681,290 32,297,148 32,756,940 

- 4 -


